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○　

海
上
運
送
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
職
権
の
委
任
）

（
職
権
の
委
任
）

第
四
条　

法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職

第
四
条　

法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
の
職

 
 

権
は
、
次
に
掲
げ
る
職
権
と
す
る
。

権
は
、
次
に
掲
げ
る
職
権
と
す
る
。

一　

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
貨
物
定
期
航

一　

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
貨
物
定
期
航

路
事
業
又
は
不
定
期
航
路
事
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と

路
事
業
又
は
不
定
期
航
路
事
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と

の
間
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
け
る
貨
物
定
期
航
路
事
業
及

の
間
又
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
船
舶
運
航
事

び
不
定
期
航
路
事
業
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
二
十
四
条
か

業
を
除
く
。
）
に
関
す
る
法
第
二
章
（
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま

 
 

ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
職
権

 
 

二　

（
略
）

二　

（
略
）

三　

法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

三　

法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項

 
 

項
に
規
定
す
る
職
権

に
規
定
す
る
職
権

 
 

四
・
五　

（
略
）

四
・
五　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）



- 2 -

 
○　

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
国
際
運
送
貨
物
取
扱
業
者
に
関
す
る
要
件
）

（
国
際
運
送
貨
物
取
扱
業
者
に
関
す
る
要
件
）

第
五
十
五
条
の
二　

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
（
保
税
運
送
の
特
例
）
に
規

第
五
十
五
条
の
二　

法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
（
保
税
運
送
の
特
例
）
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ

定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ

 
 

る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

 
 

一
～
三　

（
略
）

一
～
三　

（
略
）

四　

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
承
認
の
申

四　

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
法
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
承
認
の
申

 
 

請
の
日
前
三
年
間
に
お
い
て
保
税
運
送
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者

請
の
日
前
三
年
間
に
お
い
て
保
税
運
送
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者

イ　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十
条
第

イ　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
九
条
の

一
項
（
貨
客
定
期
航
路
事
業
）
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
一
項
（
一
般

五
第
一
項
前
段
（
貨
物
定
期
航
路
事
業
の
届
出
）
又
は
第
二
十
条
第
一

不
定
期
航
路
事
業
）
の
登
録
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
事
業
登
録
」

項
前
段
若
し
く
は
第
二
項
前
段
（
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
）
の
届
出

と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
前
段

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
業
の
届
出
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
（

（
貨
物
専
用
定
期
航
路
事
業
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
（

当
該
事
業
の
届
出
に
係
る
同
法
第
十
九
条
の
五
第
二
項
又
は
第
二
十
条

貨
物
専
用
不
定
期
航
路
事
業
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の
イ
に

第
三
項
の
届
出
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業

お
い
て
「
事
業
届
出
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
（
当
該
事
業
届
出
に
係

の
届
出
の
日
（
二
以
上
の
事
業
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

る
同
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

、
こ
れ
ら
の
う
ち
最
初
に
し
た
事
業
の
届
出
の
日
）
か
ら
三
年
を
経
過

 

る
届
出
を
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
登
録
又

し
て
い
る
者

は
事
業
届
出
の
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち

最
も
早
い
日
）
か
ら
三
年
を
経
過
し
て
い
る
者

ロ
～
ホ　

（
略
）

ロ
～
ホ　

（
略
）



- 3 -

 
○　

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続

（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
係
る
内
国
消
費
税
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続

 
 

等
）

等
）

 
 

第
十
三
条　

（
略
）

第
十
三
条　

（
略
）

 
 

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

６　

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る

６　

法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る

 
 

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一　

専
ら
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る

一　

専
ら
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
さ
れ
る

船
舶
及
び
専
ら
外
国
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供

船
舶
及
び
専
ら
外
国
と
外
国
と
の
間
の
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供

さ
れ
る
船
舶
で
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

さ
れ
る
船
舶
で
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）

第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
又
は
同
条
第
十
項

第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
又
は
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
者
に
よ
り
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ

に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
者
に
よ
り
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ

 
 

る
も
の

る
も
の

 
 

二　

（
略
）

二　

（
略
）

７　

（
略
）

７　

（
略
）
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〇　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
特
定
船
舶
の
特
別
償
却
）

（
特
定
船
舶
の
特
別
償
却
）

第
五
条
の
八　

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
海
上
運
送
業

第
五
条
の
八　

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
海
上
運
送
業

は
、
海
洋
運
輸
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本
邦

は
、
海
洋
運
輸
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本
邦

以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事

以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事

業
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
沿
海
運
輸
業

業
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
沿
海
運
輸
業

（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
を

（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
を

い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
船
舶
貸
渡
業
（

い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
船
舶
貸
渡
業
（

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
十
項
に
規

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規

定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す

定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す

 
 

る
。

る
。

 
 

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

 
 

 
 

（
特
定
船
舶
の
特
別
償
却
）

（
特
定
船
舶
の
特
別
償
却
）

第
二
十
八
条　

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
海
上
運
送

第
二
十
八
条　

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
海
上
運
送

業
は
、
海
洋
運
輸
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本

業
は
、
海
洋
運
輸
業
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
又
は
本

邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る

邦
以
外
の
地
域
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る

事
業
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
沿
海
運
輸

事
業
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
沿
海
運
輸

業
（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業

業
（
本
邦
の
各
港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
又
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業

を
い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
船
舶
貸
渡
業

を
い
う
。
次
項
第
二
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
船
舶
貸
渡
業

（
海
上
運
送
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
次
項
及

（
海
上
運
送
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
次
項
及

 
 

び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

 
 

２
～
６　

（
略
）

２
～
６　

（
略
）

 
 

 
 

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
海
上
運
送
事
業
者
の
範
囲
等
）

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
海
上
運
送
事
業
者
の
範
囲
等
）
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第
四
十
三
条　

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
本

第
四
十
三
条　

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
本

邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
若
し
く
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各

邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
若
し
く
は
本
邦
以
外
の
地
域
の
各

港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
若
し
く
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
又
は
海
上

港
間
に
お
い
て
船
舶
に
よ
り
人
若
し
く
は
物
の
運
送
を
す
る
事
業
又
は
海
上

 
 

運
送
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
者
と
す
る
。

運
送
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
船
舶
貸
渡
業
を
営
む
者
と
す
る
。

２
～
４　

（
略
）

２
～
４　

（
略
）
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○　

登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
船
舶
運
航
事
業
の
許
可
で
課
税
し
な
い
も
の
の
範
囲
）

（
船
舶
運
航
事
業
の
許
可
で
課
税
し
な
い
も
の
の
範
囲
）

 
 

第
二
十
二
条　

（
略
）

第
二
十
二
条　

（
略
）

２　

法
別
表
第
一
第
百
三
十
三
号
（
二
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
許
可
は

２　

法
別
表
第
一
第
百
三
十
三
号
（
二
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
許
可
は

 
 

、
次
に
掲
げ
る
許
可
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
許
可
と
す
る
。

一　

海
上
運
送
法
第
十
九
条
の
六
第
一
項
（
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
）
の

一　

海
上
運
送
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
特
定
旅
客
定
期
航
路
事
業
）
の

許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
許
可
に
係
る
航
路
に
接
続
し
て
航
路
を
延

許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
許
可
に
係
る
航
路
に
接
続
し
て
航
路
を
延

長
す
る
た
め
に
受
け
る
同
項
の
許
可
で
、
当
該
延
長
す
る
航
路
の
長
さ
が

長
す
る
た
め
に
受
け
る
同
項
の
許
可
で
、
当
該
延
長
す
る
航
路
の
長
さ
が

 
 

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

二　

海
上
運
送
法
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該

二　

海
上
運
送
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該

許
可
に
係
る
航
路
を
変
更
す
る
た
め
に
受
け
る
同
項
の
許
可
で
、
当
該
航

許
可
に
係
る
航
路
を
変
更
す
る
た
め
に
受
け
る
同
項
の
許
可
で
、
当
該
航

路
に
係
る
起
点
若
し
く
は
終
点
又
は
寄
港
地
を
変
更
す
る
も
の
（
当
該
変

路
に
係
る
起
点
若
し
く
は
終
点
又
は
寄
港
地
を
変
更
す
る
も
の
（
当
該
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
航
路
の
長
さ
が
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
増
加
す
る

更
す
る
こ
と
に
よ
り
航
路
の
長
さ
が
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
増
加
す
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）

こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
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○　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
役
務
の
提
供
等
）

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
役
務
の
提
供
等
）

第
十
三
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
次
に

第
十
三
条　

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
次
に

掲
げ
る
役
務
の
提
供
で
あ
つ
て
、
役
務
提
供
事
業
者
が
営
業
所
等
（
法
第
二

掲
げ
る
役
務
の
提
供
で
あ
つ
て
、
役
務
提
供
事
業
者
が
営
業
所
等
（
法
第
二

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三

十
七
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び
止
め
て
営

十
七
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び
止
め
て
営

業
所
等
に
同
行
さ
せ
た
者
か
ら
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は
そ

業
所
等
に
同
行
さ
せ
た
者
か
ら
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は
そ

 
 

の
者
と
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
者
と
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項

一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
九
条
の
六 

に
規
定
す
る
貨
客
定
期
航
路
事
業
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の

の
二
又
は
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

 

範
囲
の
人
の
運
送
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す

 
 

る
一
般
不
定
期
航
路
事
業
と
し
て
行
う
役
務
の
提
供

 
 

二
～
四　

（
略
）

二
～
四　

（
略
）

 
 

 
 

別
表
第
二
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

 
 

一
～
九　

（
略
）

一
～
九　

（
略
）

十　

海
上
運
送
法
第
六
条
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
が
同
法

十　

海
上
運
送
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
八
条
第
一
項
に

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
と
し
て
行
う
役
務

規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
が
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

の
提
供
及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路
事
業

る
事
業
と
し
て
行
う
役
務
（
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事

者
が
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
と
し
て
行

業
と
し
て
行
う
役
務
を
除
く
。
）
の
提
供
及
び
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項

う
役
務
の
提
供

の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路

 

事
業
者
が
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
と
し
て
行
う
役
務

 

 
 

の
提
供

十
一
～
四
十
九　

（
略
）

十
一
～
四
十
九　

（
略
）
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○　

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
四
条　

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し

第
四
条　

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
震
防
災
応
急
計
画
を
作
成
し

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

一
～
十　

（
略
）

一
～
十　

（
略
）

十
一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五

十
一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
同
項
に
規
定
す
る
対
外
旅
客

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項

 

定
期
航
路
事
業
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送

の
旅
客
不
定
期
航
路
事
業

 

を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航

 
 

路
事
業

十
二
～
二
十
三　

（
略
）

十
二
～
二
十
三　

（
略
）
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○　

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
輸
出
取
引
等
の
範
囲
）

（
輸
出
取
引
等
の
範
囲
）

第
十
七
条　

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
の
譲
渡

第
十
七
条　

法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
の
譲
渡

若
し
く
は
貸
付
け
又
は
修
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

若
し
く
は
貸
付
け
又
は
修
理
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 
 

と
す
る
。

と
す
る
。

一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

（
定
義
）
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
（
次
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
に

（
定
義
）
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
（
次
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
に

お
い
て
「
船
舶
運
航
事
業
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る

お
い
て
「
船
舶
運
航
事
業
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

船
舶
貸
渡
業
（
次
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
船
舶
貸
渡
業
」

船
舶
貸
渡
業
（
次
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
船
舶
貸
渡
業
」

と
い
う
。
）
を
営
む
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の

と
い
う
。
）
を
営
む
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
の

 
 

船
舶
の
譲
渡
又
は
貸
付
け

船
舶
の
譲
渡
又
は
貸
付
け

 
 

二
・
三　

（
略
）

二
・
三　

（
略
）

 
 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

 
 

 
 

（
適
格
請
求
書
の
交
付
を
免
除
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
範
囲
等
）

（
適
格
請
求
書
の
交
付
を
免
除
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
範
囲
等
）

 
 

第
七
十
条
の
九　

（
略
）

第
七
十
条
の
九　

（
略
）

２　

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
課
税

２　

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
課
税

資
産
の
譲
渡
等
は
、
次
に
掲
げ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
特
定
資
産
の
譲
渡

資
産
の
譲
渡
等
は
、
次
に
掲
げ
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
特
定
資
産
の
譲
渡

等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
十
条
の
十
二
及
び
第
七

等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
十
条
の
十
二
及
び
第
七

 
 

十
条
の
十
四
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

十
条
の
十
四
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一　

次
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
の
う
ち
当
該
役
務
の
提
供
に
係
る
税
込
価
額

一　

次
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
の
う
ち
当
該
役
務
の
提
供
に
係
る
税
込
価
額

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
税
込
価
額
を
い
う
。

（
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
税
込
価
額
を
い
う
。

 
 

）
が
三
万
円
未
満
の
も
の

）
が
三
万
円
未
満
の
も
の

イ　

海
上
運
送
法
第
二
条
第
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期

イ　

海
上
運
送
法
第
二
条
第
五
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期

航
路
事
業
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
貨
客
定
期
航
路
事
業
（
特
定
の

航
路
事
業
、
同
法
第
十
九
条
の
六
の
二
（
運
賃
及
び
料
金
等
の
公
示
）

者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送
を
す
る
も
の
を
除
く
。

に
規
定
す
る
人
の
運
送
を
す
る
貨
物
定
期
航
路
事
業
及
び
同
法
第
二
十
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）
及
び
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
一
般
不
定
期
航
路
事
業
（
乗
合
旅
客

条
第
二
項
（
不
定
期
航
路
事
業
の
届
出
）
に
規
定
す
る
人
の
運
送
を
す

の
運
送
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て
行
う
旅
客
の
運
送

る
不
定
期
航
路
事
業
（
乗
合
旅
客
の
運
送
を
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と

 

 
 

し
て
行
う
旅
客
の
運
送

 
 

ロ
～
ニ　

（
略
）

ロ
～
ニ　

（
略
）

 
 

二
・
三　

（
略
）

二
・
三　

（
略
）

３　

（
略
）

３　

（
略
）
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○　

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二

 
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
指
定
公
共
機
関
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条　

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

第
三
条　

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

 
 

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

一
～
三
十
六　

（
略
）

一
～
三
十
六　

（
略
）

三
十
七　

次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す

三
十
七　

次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す

 
 

る
も
の

る
も
の

 
 

イ
・
ロ　

（
略
）

イ
・
ロ　

（
略
）

ハ　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
六
条
に
規

ハ　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一

定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
長
距
離
の

項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期

旅
客
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
旅

航
路
事
業
者
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
長
距
離
の
旅
客
輸
送
の
需
要
に
応

 

客
定
期
航
路
事
業
を
営
む
も
の

ず
る
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
営

 
 

む
も
の

ニ
～
ヌ　

（
略
）

ニ
～
ヌ　

（
略
）
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○　

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条　

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば

第
三
条　

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
対
策
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

な
ら
な
い
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま

で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次

で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
そ
の
他
次

条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限

条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理
又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限

 
 

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

 
 

一
～
十　

（
略
）

一
～
十　

（
略
）

十
一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五

十
一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
同
項
に
規
定
す
る
対
外
旅
客

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項

 

定
期
航
路
事
業
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送

に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路
事
業

 

を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航

 
 

路
事
業

十
二
～
二
十
四　

（
略
）

十
二
～
二
十
四　

（
略
）
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○　

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
（
抄
）
（
第

 
十
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

（
対
策
計
画
を
作
成
す
べ
き
施
設
又
は
事
業
）

第
三
条　

法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ

第
三
条　

法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
事
業
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類

る
も
の
（
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
石
油
類

、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理

、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
又
は
次
条
に
規
定
す
る
も
の
の
製
造
、
貯
蔵
、
処
理

 
 

又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

又
は
取
扱
い
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

 
 

一
～
十　

（
略
）

一
～
十　

（
略
）

十
一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五

十
一　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
、
同
項
に
規
定
す
る
対
外
旅
客

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項

 

定
期
航
路
事
業
（
特
定
の
者
の
需
要
に
応
じ
、
特
定
の
範
囲
の
人
の
運
送

に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路
事
業

 

を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航

 
 

路
事
業

十
二
～
二
十
四　

（
略
）

十
二
～
二
十
四　

（
略
）
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○　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
指
定
公
共
機
関
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条　

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

第
三
条　

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

 
 

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

一
～
十
九　

（
略
）

一
～
十
九　

（
略
）

二
十　

次
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も

二
十　

次
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も

 
 

の

の

 
 

イ
～
チ　

（
略
）

イ
～
チ　

（
略
）

リ　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
六
条
に
規

リ　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一

定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者

項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期

 

航
路
事
業
者

ヌ　

海
上
運
送
法
第
二
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
又
は
同
法
第
二

ヌ　

海
上
運
送
法
第
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
よ
る
届
出
を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
営
む
同
法
第
二
条
第
四
項
に

を
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
登
録
又
は
当
該
届
出
に
係
る
事
業
が
主
と

規
定
す
る
貨
物
定
期
航
路
事
業
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
不
定
期

し
て
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
に
お
け
る
貨
物
の
輸

航
路
事
業
（
人
の
運
送
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
主
と
し
て
本
邦
の

送
需
要
に
応
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
に
お
け
る
貨
物
の
輸
送
需
要
に
応

ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ル
～
ヨ　

（
略
）

ル
～
ヨ　

（
略
）
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○　

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
二
条
関
係
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
外
国
人
旅
客
の
乗
降
、
待
合
い
そ
の
他
の
用
に
供
す
る
施
設
）

（
外
国
人
旅
客
の
乗
降
、
待
合
い
そ
の
他
の
用
に
供
す
る
施
設
）

第
十
五
条　

法
第
百
六
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
航
空
法

第
十
五
条　

法
第
百
六
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
航
空
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る

国
際
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
空
港
内
の
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
又

国
際
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
空
港
内
の
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
又

は
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に

は
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
九
条
の
四
第

規
定
す
る
対
外
旅
客
定
期
航
路
事
業
若
し
く
は
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地

一
項
に
規
定
す
る
対
外
旅
客
定
期
航
路
事
業
若
し
く
は
本
邦
の
港
と
本
邦
以

域
の
港
と
の
間
に
お
け
る
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
一
般
不
定
期
航
路
事
業

外
の
地
域
の
港
と
の
間
に
お
け
る
人
の
運
送
を
す
る
同
法
第
二
条
第
六
項
に

の
用
に
供
さ
れ
る
港
湾
内
の
旅
客
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
、
外
国
人

規
定
す
る
不
定
期
航
路
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
港
湾
内
の
旅
客
施
設
（
こ
れ

旅
客
が
入
国
に
際
し
次
に
掲
げ
る
処
分
に
係
る
手
続
を
完
了
す
る
ま
で
滞
在

ら
の
施
設
の
う
ち
、
外
国
人
旅
客
が
入
国
に
際
し
次
に
掲
げ
る
処
分
に
係
る

 

す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。

手
続
を
完
了
す
る
ま
で
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る

 
 

。

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）
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○　

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
十
三
条
関
係

 
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

 
 

（
特
定
社
会
基
盤
事
業
）

（
特
定
社
会
基
盤
事
業
）

第
九
条　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
九
条　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す

 
 

る
。

る
。

 
 

一
～
六　

（
略
）

一
～
六　

（
略
）

七　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項

七　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
貨
物
定
期
航
路
事
業
及
び
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
不
定
期

に
規
定
す
る
貨
物
定
期
航
路
事
業
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
不
定
期

航
路
事
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の

航
路
事
業
の
う
ち
、
主
と
し
て
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の

 
 

間
に
お
い
て
貨
物
を
運
送
す
る
も
の

間
に
お
い
て
貨
物
を
運
送
す
る
も
の

八
～
十
四　

（
略
）

八
～
十
四　

（
略
）


